
池袋本町第三区民集会室 

平成 15 年度 平成 16 年度 

782 件 553 件 

3,245 件 2,446 件 

24.1% 22.6% 

*4月～12 月 

料 

会 

課 
進 

資 

員
唯 

動 

案 

委 

話 

よ」
一民

議 

E 

区 

ノ
ー
部

号 

・ 

殿 

厚 

葺 

《
‘
「 

区 

1 

民 

2
4 

O
一 

第 

区 

1
7 

区民集会室条例の一部を改正する条例について 

1．改正の内容 

南池袋第二区民集会室及び池袋本町第三区民集会室を廃止するとともに、財団法人コ

ミュニティ振興公社の名称変更に伴い、規定の整備を図る。 

2. 廃止の理由 

公共施設の再構築・区有財産の活用実施プラン（ 5カ年）において適正配置基準（小

学校区ー地積 0.785k血一に 1ケ所）に照らし見直しした結果 

① 南池袋第二区民集会室は南池袋小学校区（1.385k市）の配置基準を超えるため廃

止する。 

② 池袋本町第三区民集会室は新清掃事務所会議室の利用が開始されるため廃止する。 

＊ 参考 

公共施設の再構築・区有財産の活用実施プラン（ 5カ年）における集会室の適正基準

区民集会室は小学校区に 1ケ所配置する。但し、小学校区の規模の大小により格差が

生じるため、地積 0.785kがを超える小学校区においては、区民集会室を複数配置するこ

ととする。 

3 ／対象施設の現W 

利用状況 

南池袋第二区民集会室 

平成 15 年度 平成 16 年度 

利用件数 L501件 1,282 件 

利用可能件数 3,251件 2,446 件 

利用率 46.2% 52.4% 

*4月～12 月 

4．近隣施設 

小学校区域 施設名 

南池袋小学校 南池袋第一区民集会室、雑司が谷区民集会室、南池袋小学校和

室、 

池袋第二小学校 池袋本町第二区民集会室、豊島清掃事務所会議室（4月1日から） 



5 ．廃止後の活用 

資産活用（売却） 

6‘区民への周知等 

H16. 12. 3 	「新清掃事務所等について」地元説明会 

・会議室の利用ー別紙のとおり 

・地元見学会-12.17 実施 

Hl7. 1.25・26 利用者説明会 

H17. 3. 25 	広報としま（3/2 5号）でPRの予定 
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別紙 

豊島清掃事務所での会議室利用について 

貸出し開始日 

平成17年4月1日（金）から 

※申込み受付はr 月I日（火）から 

利用対象者 

区民の方で構成される、原則として概ね10名以上の団体です。 

・構成者の半数以上が豊島区民。 

・在勤・在学の方は、在住に準じます。 

受 付 

利用月の1月前の1日から利用日の3日前（3営業日前）までの午前9時から午後5時まで豊

島清掃事務所2階事務室にて先着順にて受付いたします。 

利用時間及び使用料 

会 議 室 定 員 面 積 
午 前 

(9:OO-1 2:00) 

午 後 

(1 3:00-1 7:00) 

夜 間 

(1 7:3Q-21 :30) 

第1会議室 9c）名 131 rr 1,000円 1,500円 1,500円 

第2会議室 60名 89n- 500円 1,000円 1,000円 

第3会議室 50名 83n- 500円 1,000円 1,000円 

講堂（第I・2会議室） 162名 220 m 1,500円 2,000円 2,000円 

※夜間午後9時30分以降（10時まで）の延長使用料は、夜間の額の10% 

その他 

・区として職員研修、啓発講座等で利用する場合があります。 

・町会として利用する場合・・・総会・役員会で使用の場合は免除、その他の利用の場合は50% 

の減額となります。 
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